
　児童館や図書館分館がない忠和地区に、
「子どもたちをはじめ、地域の方が集うことが
できる居場所を」と考え、空き家に３千冊の本
と遊具を備えて開設しました。施設は築50年
と古いため、修繕費がかさみますが、助成金
をいただき大変助かりました。また、今年は子
ども食堂でお弁当の配布をさせていただき
ます。寄付をしていただいた皆さまにお礼を
申し上げます。ありがとうございました。　
（代表 坂田真理子）

【応募方法】はがき・FAX・メールにて
【必要事項】①ご意見・ご感想 ②住所 ③氏名 ④年齢 ⑤電話番号
【応募締切】令和4年10月31日㈪まで（当日消印有効）
【 応 募 先 】旭川市社会福祉協議会の５条事務所（上記参照）まで

　「社協あさひかわ」に関するご意見やご感想をお待ちしています。
ご意見・ご感想をお寄せいただいた方の中から抽選で、３人の方に
1,000円分の図書カードをプレゼントします。なお、当選者の発表は発
送をもってかえさせていただきます。 ※ご意見・ご感想で得た個人情報は、プレゼントの抽選及び発送以外に使用しません。

　旭川市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、昨年10月に旭川市と「災
害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定」を締結しました。万が
一の災害に備え、災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの見直し
や、災害ボランティアの養成、模擬訓練などの取組を行っています。
　６月29日早朝に東旭川町米原地区で発生した、ペーパン川の水害で床上浸
水の被害を受けた被災世帯に対し、７月１日に支援活動を行いました。災害ボ
ランティアの登録団体である「弘田技建」「天理教上川支部・旭川支部災救隊」
と個人登録者の合計16名及び旭川市社会福祉協議会職員が、水田や畑の流木・
草の撤去作業、大型家具の運び出し、室内の泥出しや清掃などを行いました。
　災害ボランティア活動に参加した方は「被災された方が一日でも早く災害
前の暮らしに戻れるようにお手伝いできれば」との思いを口にされていまし
た。また、被災した方からは「自分たちだけではとてもできる作業ではなく、た
いへん助かりました」と感謝の言葉をいただきました。
　このたびの災害支援活動では「豊田郵便局」及び「京都グレインシステム㈱
旭川フードデザイン研究所」に、後方支援としてボランティアのトイレ等借用
のご協力をいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。

　ボランティアセンターでは、災害発
生時における支援活動（泥出し、床の
掃除、窓拭きなど）を行う災害ボラン
ティアの登録を、随時受け付けていま
す。災害ボランティアの登録を希望す
る方は、ボランティアセンターまでお
問合せください。

旭川市社会福祉協議会
ボランティアセンターにおける

災害ボランティアの取組

次回の「社協あさひかわ」は12月号に掲載

このページは、旭川市社会福祉協議会のページです。

TEL 21-5550 FAX 23-0746

図書カードをプレゼント!!

●(福)旭川泉会
●(福)北海道療育園
●(福)旭川旭親会
●(NPO)福祉旭川共有会
●パラレルクラブ
●フライングキッズ
●家庭文庫じゃんけんポン
●旭川市職親会
●旭川精神障害者
　家族連合会
●旭川市母子福祉連合会

●北海道家庭生活カウンセラー
　クラブ旭川地区グループ
●旭川働く仲間の会
●高次脳機能障害友の会
　コロポックル道北
●旭川中途難失聴者協会
●ともに学ぶ　旭川遠友塾
●ママコンシェルジュ
　ウェンズディ
●さわやかサロン
●ふくふく家族の会

●東旭川地区ボランティア
　交流会「縁助意」
●旭川小規模障害福祉事業所
　連絡協議会
●全国パーキンソン病友の会
　北海道支部旭川ブロック
●要約筆記サークル「虹」
●車椅子バスケットボールチーム
　旭川リバーズ
●更生保護法人旭川保護会

＊市内の福祉施設・福祉団体へ助成… 3,877,000円
ご協力ありがとうございました。

募金のつかいみちは…
令和３年度に寄せられた募金額は…

福祉施設・福祉団体に助成した他、
災害準備金の積立に役立てられました。

22,611,910円
●安心見守り事業の支援に●ふれあいサロン事業の支援に
●各地区の敬老会開催の支援に
●社協広報紙「社協あさひかわ」発行の支援に
●地域福祉活動を促進するための研修会開催の支援に
●災害ボランティアセンター設置・訓練等に使用するテントの購入支援に

＊旭川市社会福祉協議会が行う
　地域福祉推進事業に 6,484,000円

●年末年始の安心見守り事業と日常生活用品の配布支援に
●一人暮らしの高齢者や障がい者宅の除雪や排雪事業の支援に

＊歳末たすけあい募金
　からは… 2,280,000円

＊道内の福祉施設の
　整備と災害準備金に…6,470,910円

＊募金運動推進費に… 3,500,000円

赤い羽根共同募金運動が始まります
「じぶんの町を良くするしくみ。」

赤い羽根ポスターコンクール
最優秀作品が決定しました

水害による災害見舞金
を交付しました

最優秀作品は、赤い羽根共同募金運動の
PRポスターに使用されます

旭川市立
愛宕中学校２年
小林楓佳さん
こばやし　ふうか

お問合せ
旭川市５条通４丁目旭川市ときわ市民ホール1階
旭川市社会福祉協議会ボランティアセンター

E-mail:volunteer@asahikawa-shakyo.or.jp

　赤い羽根の役
割と見やすさを考
えながら描きまし
た。特に見た目が
映えるように、グ
ラデーションに力
を入れました。

フライングキッズ

家庭文庫じゃんけんポン

　私たちはダウン症児とその家族
の会です。昨年は、新型コロナウイ
ルスの影響で、会員がなかなか集
まることができませんでしたが、子
どもたちが楽しみにしていたクリス
マス会を開催することができまし
た。今年も助成金を活用してクリス
マス会などを行う予定です。たくさ
んのご寄付をいただきましてあり
がとうございました。
（代表 中田亜紀）

　共同募金では、自然災害や火災などで被
災された世帯の方へ「災害見舞金」の交付
事業を行っています。
　６月２９日、東旭川町米原地区で発生した
水害で床上浸水の被害を受けた２世帯に、
災害見舞金をお渡しいたしました。被災され
た方へ心からお見舞い申し上げます。

最優
秀賞

※新型コロナウイルス感染症拡大防止等の理由による事業の中止や助成の辞退で、
　助成金を返還した団体も含まれています。

社
会

福祉
協議会のマーク 社協

旭川市社会福祉協議会社会福祉法人

【5条事務所】〒070-0035 旭川市5条通4丁目 旭川市ときわ市民ホール1階
TEL 23-0742 / FAX 23-0746　Eメール kikakusoumu@asahikawa-shakyo.or.jp

【神楽事務所】〒070-8003 旭川市神楽3条4丁目1-18　TEL 60-1755 / FAX 60-1790

ご意見・ご質問を募集
しています！「旭川市
社会福祉協議会」まで

共同募金運動期間
１０月１日～１２月３１日

このページは、
赤い羽根共同募金の
助成を受けています

令和４年９月
〈No.207〉

https://www.asahikawa-shakyo.or.jp

ありがとう
メッセージ

助成団体からの

災害ボランティア
登録受付中！

共同募金は子どもたち、高齢者、障がいのある方を支援するさまざまな福祉活動など、
皆さまの身近なところで活用されています。今年もご協力をよろしくお願いいたします。


